
 

令和６年度有田小ＰＴＡ組織改編に伴う臨時総会の開催について 
 

保護者の皆様、明けましておめでとうございます。あわせて、先の地震で被害に遭われた皆様には

心よりお見舞いを申し上げます。 

さて、昨年 10月 17日付『ＳＭＩＬＥありた～かわります号～』の発行以来、次年度有田小ＰＴＡ

のあり方について、多くのご意見をお寄せいただきました。また、冬休み中のＷｅｂアンケートにも

回答を多数お寄せいただき、ありがとうございました。ＰＴＡ総務部会で検討して、次年度は「教養

文化部」と「環境厚生部」の募集を停止し、その役割を「ＰＴＡボランティア」に移行する形で活動

を進めていきたいとの結論に至りました。なお、組織改編を伴うものであることから、規約の変更が

必要となります。『上越市立有田小学校ＰＴＡ規約』第５章第 28条（この規約は、総会において、出席者の３分

の２以上の賛成がなければ改廃することができない。）に基づき、臨時総会を開催します。なお、降雪期でもあり、

保護者の皆様が一堂に会しての総会を開催することは難しいと思われることから、紙面審議とします。

多くの皆様からのご提出をお願いいたします。 

 

【審議内容】 

１号議案：「次年度以降の「教養文化部」の募集を停止し、それに関わる規約も停止する。」 

２号議案：「次年度以降の「環境厚生部」の募集を停止し、それに関わる規約も停止する。」 

 

【提案理由】 会長：松苗和徳 

次年度有田小ＰＴＡのあり方について、多くのご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。

「教養文化部」と「環境厚生部」の募集を停止し、「ＰＴＡボランティア」に移行する形で進めたい

と考えます。 

かつて、ＰＴＡが立ち上がった頃（日本でのＰＴＡの始まりは昭和 21年(1947)３月のことだそうです）と比べて、私たち

のライフスタイルは大きく変化しました。最近も、コロナ禍を始まりとして、社会は劇的に変化して

います。それに伴って、ＰＴＡに求められる役割も変わってきています。しかしながら、「我が子が

通う学校を支えることが、我が子のために、自分のためになる」ことは不変であるものと考えます。

そこで、「みんなの大変さを減らして、長く有田小を支えられるように」したいと願って、この度の

組織改編の発議に至りました。 

しかし、「早急過ぎる」「大きな変化は不安だ」との声もいただきました。当然のことだと思います。

これまでに皆さんからお寄せいただいた声をもとに、今回はこのような形での組織改編を提案させて

いただきました。加えて、「２年間の試行期間」を設けることで、今後も引き続き、皆様の意見を   
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いただきながら、より良い形を模索していくことが必要だと感じています。皆様のご理解とご協力を

よろしくお願いいたします。 

 

【規約の変更箇所】 

今回の審議に伴い、停止とする規約箇所は以下のとおりです。 

（１号議案：     部・２号議案：     部） 

なお、２年間の試行の後、改めて改廃についての審議を行うことから、今回は「停止」との文言を

使用いたします。 

第２章 機関 
（機関） 

 第５条  本会には、次の機関を置く。 

      (4) 専門部会（①教養文化部 ②環境厚生部 ③保健体育部 ④地域部） 

 

（専門部の業務） 

 第１４条 各専門部の業務は次のとおりとする。 

      １ 教養文化部 

       (1) 会員及び児童の教養を高めるための事業に関すること 

       (2) 学校教育活動への援助並びに協力に関すること 

       (3) 文化行事の開催、広報誌の発行、ＰＴＡ行事の広報活動に関すること 

       (4) 市Ｐ連の研究大会への参加 

       (5) ＰＴＡ全体行事の分担 

       (6) その他運営委員会における決定事項 

      ２ 環境厚生部 

       (1) 学校教育環境の整備及び改善に関すること 

       (2) 学校施設の衛生保持に関すること 

       (3) 学校施設及び備品の充実に関すること 

       (4) ＰＴＡ全体行事の分担 

       (5) その他運営委員会における決定事項 

 
第３章 役員 
（部員） 

 第１９条 本会には、本規約第18条に示す部長、副部長の他、次の部員を置く。 

       (1) 教養文化部  各学年で選出しその数は学級数と同一とする（保護者） 

      (2) 環境厚生部  各学年で選出しその数は学級数と同一とする（保護者） 

       (3) 保健体育部  各学年で選出しその数は学級数と同一とする（保護者） 

       (4) 地域部    各地区１名程度とする 

       (5) 学年部    各学年で選出しその数は、学級数×２名（保護者） 

 

【審議方法】 

別紙「紙面審議提出用紙」を１月１８日（木）までにご提出ください。提出数の 2/3以上の賛成を

もって本議案は可決となります。 

なお、今回の審議の結果を受け、早急に役員選出の手筈を整えて参ります。 

  



【資料】冬休み中(R5,12/26～R6,1/4)のＷｅｂアンケート結果について  
 

 冬休み期間中に実施した「Ｗｅｂアンケート」の結果について、下記のとおりお示しいたします。

今回の審議の参考とされてください。 

 

（１）次の学年部・専門部は必要だと思いますか？ 回答数１２５ 

 

 

（２）次の活動の中で、必要だと思うものはどれですか？ 回答数１１４＊複数回答可 

 
各学年別に実施している「学年 PTC活動」 

 
徒競走の補助など「運動会補助」 

 
窓拭きや水場清掃などの「環境整備活動」 

 
校門で子どもたちを出迎えての「あいさつ運動」 
 

PTA広報紙『SMILEありた』の発行 
 

「親子講演会」の実施など 
 

登校中の見守り活動 
 

ストップマーク（黄色い足型）の設置 
 

 

 

 なお、「（２）②あったらよいと思う活動」や「（３）有田小 PTA の組織のあり方でご意見のある方

はお聞かせください。」にも、多くのご意見をお寄せいただきました。改めてお礼を申し上げます。

いただいたご意見は、今後の組織改編や運営に生かして参ります。 
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